
事業所名：放課後等デイサービス　麦わらぼうし

対象者：従業者　9名

従業者からの事業所評価の集計結果

公表日：令和7年12月26日

【環境・体制整備】 【事業所の回答】

③生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特

性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。
9 件の回答

④生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となってい

るか。
9件の回答

毎朝清掃をしていますが、収納

が少ないので、書類等の整理を

しながら、日々の活動に支障が

ないよう努めていきます。



【業務改善】

【環境・体制整備について 職員からのコメント】

物を片付けるスペースが欲しい。⇒事業所の収納スペースが限られているので、工夫しながら、利用児が過

ごしやすい環境を作っていきます。

⑦保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげている

か。
9件の回答

今回のアンケート結果を基に

更なるサービの向上につなげ

られるよう取り組んでいきま

す。



【業務改善について 職員からのコメント】

来年度は他事業所の見学等、職員全員で学びを共有したい。⇒どの事業所を見学したか、何に課題があ

り、何を学びたいか、職員間で話を進めていきます。

法人の監事による監査は受けて

います。指摘箇所は職員で確認

しながら業務改善に繋げていき

ます。

⑩職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。
9 件の回答



【適切な支援の提供】

⑫個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放

課後等デイサービス計画を作成しているか。
9件の回答

⑬放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員

が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。
9件の回答

⑮こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども

含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。

一人ひとりの個別支援計画に基

づいて、丁寧に支援しています。

職員間でもしっかり共有してい

きます。

職員間で、アセスメントの視点

を再確認し、出来るだけたくさ

んの情報収集をし、こどもの支

援につなげていきます。



⑯放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支

援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。

⑲こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行

われているか。9 件の回答

⑳支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連

携して支援を行っているか。
9 件の回答



㉑支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い､気付いた点等を共有して

いるか。

日々の支援記録をとり、翌日の朝

礼にて支援の検証をしています。

今後も支援の検証・改善に努めて

いきます。

㉓定期的にモニタリングを行い、放後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っている

か。

㉔放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。
9 件の回答

㉕こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っている

か。



【関係機関や保護者との連携】

㉗地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制

を整えているか。

㉖障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画

しているか。
9 件の回答

㉘学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、ト

ラブル発生時の連絡）を適切に行っているか。

【適切な支援の提供について 職員からのコメント】

今年計画したグループ活動は、子ども達が自己選択し、内容も子ども達が満足できるものとなった。

⑮フォーマルアセスメントについて、事業所として何を導入すべきか、また講習費やアセスメントきっ

との購入に係る予算を踏まえて検討する必要あり。⇒今後はフォーマルアセスメントに関する研修の予

算も検討していきます。

学校との連絡を密に取りながら、情

報共有しています。各保護者との連

絡も電話、LINEを使用し、連絡調整

できるようにしています。



㉚学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報

を提供する等しているか。

㉙就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努

めているか。

㉛地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設け

ているか 。

基本的には必要性に応じて児発管が

対応し情報共有に努めています。

児発管がご家族からの求めに応じて

同行など行っています。

8月に児童館での活動を入れ、他児と

交流したり、近隣の公園で地域の子

ども達との活動の機会も増えていま

す。



【保護者への説明等】

【関係機関や保護者との連携について 職員からのコメント】

・保護者の方に共通理解を持ってもらうには、まだまだ色んな方法で伝えていかないといけないと思う。

⇒事業所の今後の課題として受け止め、色んな伝える場を検討していきます。

・児童発達支援管理者の役割が大きく、専従として各関係機関との連携も大事にしている。

㉘学校による。基本的に家庭との契約であるため家庭を介しての情報共有である。

㉞日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。

㉟家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム（ペアレント･トレーニング等）や家族

等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。

㊲放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の

観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。

家族に向け、学習会を実施し、情報

共有の場を設けている。また適時、

電話やLINEなどで、情報共有を行い、

相談しやすい関係づくりを心がけて

います。

契約更新時、個別支援計画更新時に

は、必ず利用児と保護者の意向を確

認する機会を設けています。



㊶こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった

場合に迅速かつ適切に対応しているか。

㊷定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報

をこどもや保護者に対して発信しているか。

㊳「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同

意を得ているか 。

㊴家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

㊵父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支

援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。

麦わらぼうしにおいて、保護者会は発

足していませんが、6月に家族交流会

での学習会、8月にデイキャンプ、12

月に繋がるマルシェを実施、2月は家

族親睦会を実施予定です。

契約時、個別支援計画更新時等で保

護者に支援内容を説明し、必ず同意

を得ています。



【保護者への説明等について 職員からのコメント】

今年12月事業所開放として、つながるマルシェを企画。（14家族の参加）



【非常時などの対応】

安全計画に基づき訓練、研修を実

施し、都度マニュアル等の見直し

を行い、支援に活かしています。

㊿安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支

援が行われているか。

㊻事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族

等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。

想定外の事例もありますので、都度

マニュアルの見直し、変更等を行う

ようにしています。不審者対策とし

ましては、マニュアルの見直をし、

必要物を購入し、感染症対応として

は、発生時はご家族にも周知してい

ます。

㊼業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行っているか。

アレルギーに関して保護者にしっか

り確認して食物の提供を行っていま

す。麦わらぼうしでの食物提供は、

おやつとお弁当（休日利用）のみ対

応しています。



【非常時などの対応について 職員からのコメント】

安全計画、その他マニュアル策定において不足がある。またマニュアルの有無を各職員が把握できてい

ないのではないか⇒マニュアルの見直しは、都度やっていきます。新しく入った職員にも、各マニュア

ルの説明をしながら、職員全体の質の向上に努めていきます。

54.どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説

明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。

51.こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ

周知しているか 。

契約時に緊急対応について説明を

行っていますが、状況に応じて送迎

時や電話、LINEなどで周知してい

ます。


